
1 

衆議院消費者問題に関する特別委員会ニュース 

平成 30.5.17 第 196 回国会第６号 

 

5 月 17 日（木）、第６回の委員会が開かれました。 

 

１ 消費者契約法の一部を改正する法律案（内閣提出第 31 号） 

・福井国務大臣（消費者及び食品安全担当）、村井内閣府大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行いました。 

 

（質疑者及び主な質疑内容）

宮路拓馬君（自民） 

・本改正案を国会に提出した趣旨及びポイントについて

福井国務大臣に伺いたい。 

・消費者委員会消費者契約法専門調査会（以下「専門調

査会」という。）で議論されていない「社会生活上の経

験が乏しいことから」の要件がどのような経緯で本改

正案に盛り込まれたのか、消費者庁に伺いたい。 

・現行法第９条第１号「平均的な損害の額」の平均的な

額の推定方法など、本改正案に盛り込まれなかった積

み残しの課題の今後の検討の在り方について、消費者

庁に伺いたい。 

 

穴見陽一君（自民） 

・本改正案の「社会生活上の経験が乏しいことから」の

要件は高齢者や障害者を排除するものかどうか、消費

者庁に伺いたい。 

・平成 29年のクロレラチラシ配布差止等請求事件の最高

裁判決では、「勧誘」の解釈について消費者庁の見解と

は異なる解釈をしているが、条文解釈の権限は消費者

庁なのか、最高裁なのか、消費者庁に伺いたい。 

 

鰐淵洋子君（公明） 

・「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件を規定し

た理由について消費者庁に伺いたい。 

・本改正案において、「不利益事実の不告知」の要件を「故

意」から「故意又は重大な過失」に緩和することで、

立証の困難性がどれほど解消されるのか、消費者庁に

伺いたい。 

・平成 28年に、公明党はＡＶ出演強要問題の対策チーム

を立ち上げて、若い女性を守る取組を行ってきた。本

改正後の消費者契約法において、この問題に対して、

どのような対応ができるのか、消費者庁に伺いたい。 

 

 

尾辻かな子君（立憲） 

・「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件は、若年

者に限定するものなのか、それとも中高年者及び障害

者まで含まれるものなのか、福井国務大臣の見解を伺

いたい。 

・「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件は削除す

るべきと考えるが、消費者庁の見解を伺いたい。 

・事業者は客観的に消費者の社会生活上の経験の有無を

判断できないと思われるが、事業者はどのようにして

判断できると考えているのか、消費者庁に伺いたい。 

 

柚木道義君（国民） 

・公益通報者保護法について、保護対象を雇用関係が直

接関係ない「何人も」への拡大や、通報者に不利益取

扱いをした場合の罰則規定を設ける形での改正案の提

出を検討する必要性について福井国務大臣に伺いたい。 

・本改正案の「社会生活上の経験が乏しいことから」の

文言を削除し、年配の方も若い方と同様に、つけ込み

型勧誘による消費者契約の取消しができるようにすべ

きと考えるが、福井国務大臣の見解を伺いたい。 

 

大西健介君（国民） 

・専門調査会で議論されていない「社会生活上の経験が

乏しいことから」の要件がどのような経緯で本改正案

に盛り込まれたのか、福井国務大臣に伺いたい。 

・現行法第９条第１号に規定されている「平均的な損害

の額」の立証責任を消費者から事業者へ転換すべきと

考えるが、福井国務大臣の見解を伺いたい。 

・不動産業者が家主からアパートなどを一括借り上げし

て入居者に転貸する不動産のサブリース契約において、

家主が消費者に当たるのか、消費者庁に見解を伺いた

い。 

 

 



本ニュースは、速報性を重視した概要版として事務局において作成しているものです。 

詳細な内容については会議録を御参照ください。 
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黒岩宇洋君（無会） 

・現行法第９条第１号に規定されている「平均的な損害

の額」を算定するための考え方について消費者庁に伺

いたい。 

・裁判実務において、同種の事業者に生ずべき平均的な

損害の額を当該事業者の平均的な損害の額として既に

推定しているのであれば、推定規定の導入を今後検討

する必要はないと考えているのか、消費者庁に伺いた

い。 

 

畑野君枝君（共産） 

・専門調査会において議論されていない「社会生活上の

経験が乏しいことから」の要件が本改正案に盛り込ま

れた理由について福井国務大臣に伺いたい。 

・「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件を削除す

べきと考えるが、福井国務大臣の見解を伺いたい。 

 

森夏枝君（維新） 

・恋愛関係にあると誤信して高額なものを購入させられ

た消費者が騙されたことを立証する方法について、消

費者庁に伺いたい。 

・民法の成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害防止

策が、教育現場において遅れていると考えるが、学校

や教員への防止策の周知について福井国務大臣に伺い

たい。 

 


